
奈
良
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
十
五
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治

団
体
か
ら
同
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法

第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
一
月
二
十
日

奈
良
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

白

井

皓

喜

（
政
党
の
支
部
）

政
治
団
体
の
名
称

異

動

事

項

異

動

後

異

動

前

届

出

年

月

日

自
由
民
主
党
十
津
川

会
計
責
任
者

小
西
規
夫

栗
栖
正
久

平
成
二
十
六
年

村
支
部

十
二
月
十
九
日

（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）

政
治
団
体
の
名
称

異

動

事

項

異

動

後

異

動

前

届

出

年

月

日

山
田
こ
う
ぞ
後
援
会

代
表
者

宮
原
一
憲

中
井
俊
明

平
成
二
十
六
年

十
二
月
十
日

会
計
責
任
者

山
田
慶
子

中
井
俊
明

ば
ん
よ
し
は
る
後
援

代
表
者

小
柳
有
仲

新
野
治

平
成
二
十
六
年

会

十
二
月
十
八
日

ビ
ジ
ョ
ン
２
１

会
計
責
任
者

桂
一
成

森
山
留
美

平
成
二
十
六
年

十
二
月
十
八
日

宇
陀
市
あ
ら
い
正
吾

会
計
責
任
者

中
野
理

牧
野
幸
雄

平
成
二
十
六
年

後
援
会

十
二
月
二
十
二



日

天
理
市
あ
ら
い
正
吾

会
計
責
任
者

藤
田
俊
史

福
井
常
夫

平
成
二
十
六
年

後
援
会

十
二
月
二
十
二

日

西
村
ち
ず
こ
応
援
隊

会
計
責
任
者

宮
澤
秀
典


崎
恵
美

平
成
二
十
六
年

十
二
月
二
十
二

日

生
活
の
党
奈
良
県
第

政
治
団
体
の

そ
の
他
の
政
治
団

政
党
の
支
部

平
成
二
十
六
年

２
区
総
支
部

区
分

体
の
支
部

十
二
月
二
十
四

日

奈
良
県
不
動
産
政
治

会
計
責
任
者

小
川
寛
久

矢
追
盛
賢

平
成
二
十
六
年

連
盟

十
二
月
二
十
四

日

山
下
ま
こ
と
後
援
会

会
計
責
任
者

阪
口
保

中
川
和
子

平
成
二
十
六
年

十
二
月
二
十
六

日
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